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⑴
は
じ
め
に

　

ま
ず
、
は
じ
め
に
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル

フ
ェ
ア
の
世
界
的
な
動
向
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
欧
米
の
採
卵
鶏
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー

普
及
率
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

米
国
農
務
省
（
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
）
の
発
表
資

料
に
よ
る
と
、
２
０
１
８
年
６
月
６
日

現
在
、
米
国
で
は
採
卵
鶏
の
17
・
７
％

が
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
方
式
で
、
残
り
の
82
・

３
％
が
ケ
ー
ジ
で
飼
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
82
・
３
％
の
ケ
ー
ジ
飼
い
の
中
で
改

善
ケ
ー
ジ
（
エ
ン
リ
ッ
チ
ド
ケ
ー
ジ
）
の

普
及
比
率
は
約
２
〜
３
％
と
推
測
さ
れ
て

い
る
。米
国
で
は
２
０
１
４
年
の
５
・
７
％

か
ら
２
０
１
８
年
に
17
・
７
％
と
ケ
ー
ジ

フ
リ
ー
卵
が
急
増
し
て
お
り
、
そ
の
理
由

は
２
０
２
５
年
ま
で
に
す
で
に
多
く
の
小

売
店
・
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
・
レ
ス
ト
ラ
ン

等
が
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
で
飼
育
さ
れ
た
鶏
卵

し
か
購
入
し
な
い
と
公
表
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
。
ま
た
、
２
０
１
８
年
11
月
に
カ

リ
フ
ォ
リ
ニ
ア
州
は
住
民
投
票
で
、
採
卵

鶏
は
２
０
２
２
年
ま
で
に
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー

飼
養
と
す
る
と
決
め
た
。
住
民
投
票
権
を

持
つ
他
の
26
州
も
追
随
す
る
か
も
し
れ
な

い
の
で
、
こ
の
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
法
案
は
米

国
の
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
飼
養
傾
向
に
拍
車
を

か
け
る
こ
と
に
な
る
。
２
０
２
６
年
に
全

米
採
卵
生
産
と
消
費
量
の
71
・
８
％
が

ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
卵
に
変
わ
る
と
予
測
さ
れ

て
お
り
、
米
国
採
卵
鶏
業
界
は
Ａ
Ｗ
に
対

韓
国
に
お
け
る
採
卵
鶏
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア（
Ａ
Ｗ
）の
動
向

㈱
イ
シ
イ
代
表
取
締
役
社
長
　
竹
内
正
博

応
す
る
た
め
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
卵
生
産
設
備

導
入
を
進
め
て
い
る
。
一
方
、
２
０
１
６

年
度
で
は
Ｅ
Ｕ
で
の
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
普
及

率
は
25
・
７
％
で
あ
る
が
、
55
・
６
％
が

エ
ン
リ
ッ
チ
ド
ケ
ー
ジ
で
飼
わ
れ
て
い

る
。
米
国
と
同
様
に
、
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
飼

育
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

表
1
は
、
２
０
２
６
年
の
販
売
先
別
必

要
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
卵
個
数
と
羽
数
比
率
予

測
（
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
発
表
）
で
、
２
０
１
８

年
９
月
26
日
に
全
米
鶏
卵
生
産
者
協
会

（U
nited Egg Producers

）
会
長
兼
Ｃ

Ｅ
Ｏ
の
チ
ャ
ド
・
グ
レ
ゴ
リ
ー
氏
か
ら
提

供
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
そ
の
時
の
コ
メ

ン
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
米
国
の
採
卵
業
界
で
は
ケ
ー
ジ
フ

リ
ー
の
不
確
実
性
が
主
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。
数
カ
所
の
量
販
店
は
す
で
に
１

０
０
％
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
卵
に
行
く
わ
け
で

は
な
い
と
言
い
始
め
て
い
る
。
レ
ス
ト
ラ

ン
チ
ェ
ー
ン
と
食
品
メ
ー
カ
ー
は
切
り
替

え
や
す
い
理
由
で
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
卵
に
進

ん
で
い
る
。
２
０
２
５
年
ま
で
に
、
卵
製

品
（
液
卵
、
ま
た
は
ス
パ
ゲ
テ
ィ
ー
・
パ

ン
・
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
・
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
フ
ー

ド
・
卵
料
理
等
に
利
用
）
の
90
％
は
ケ
ー

ジ
フ
リ
ー
に
な
る
が
、
量
販
店
で
の
殻
付

き
卵
の
35
〜
40
％
だ
け
が
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー

と
な
る
と
予
測
し
て
い
る
。
統
計
デ
ー
タ

は
会
社
公
約
で
あ
り
、
現
時
点
で
会
社
が

公
約
を
果
た
す
保
証
は
な
い
」

　

日
本
に
近
い
韓
国
で
の
採
卵
鶏
Ａ
Ｗ
の
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動
向
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
韓
国

の
採
卵
鶏
は
約
３
％
が
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
で

飼
わ
れ
て
い
る
。
２
０
１
８
年
10
月
に
筆

者
は
韓
国
に
採
卵
鶏
Ａ
Ｗ
の
動
向
調
査
に

関
係
者
と
出
張
し
た
。
調
査
結
果
は
衝
撃

的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
韓
国
採
卵
鶏
業

界
で
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
Ａ
Ｗ
関
連
の

取
り
組
み
を
あ
り
の
ま
ま
に
報
告
し
た

い
。

⑵
韓
国
で
の
採
卵
鶏
Ａ
Ｗ
に
関

す
る
法
制
化
概
要

　

２
０
１
８
年
10
月
に
公
益
社
団
法
人
畜

産
技
術
協
会
の
八
木
部
長
、
㈱
鶏
卵
肉
情

報
セ
ン
タ
ー
の
伊
藤
専
務
、
東
京
工
農
業

大
学
の
新
村
准
教
授
、
独
立
行
政
法
人
農

畜
産
業
振
興
機
構
の
露
木
獣
医
師
、
㈱
イ

シ
イ
の
根
岸
と
筆
者
の
６
名
は
、
採
卵
鶏

設
備
会
社
・
採
卵
鶏
生
産
者
・
韓
国
農
林

畜
産
食
品
部
・
大
韓
養
鶏
協
会
を
訪
問
し

て
、
韓
国
に
お
け
る
採
卵
鶏
Ａ
Ｗ
の
現
状

と
課
題
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
こ
の

調
査
で
知
り
得
た
範
囲
で
、
韓
国
で
の
採

卵
鶏
Ａ
Ｗ
の
現
状
を
報
告
し
た
い
。

　

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
２
０
１
８
年
は

Ａ
Ｗ
に
配
慮
し
た
画
期
的
な
採
卵
鶏
飼
養

方
法
に
関
す
る
法
律
が
実
施
さ
れ
た
年
と

い
う
意
味
で
、
韓
国
の
採
卵
業
界
は
Ａ
Ｗ

に
お
い
て
ア
ジ
ア
で
一
歩
前
に
進
ん
だ
と

思
わ
れ
る
。
採
卵
鶏
Ａ
Ｗ
関
連
法
制
化
は

時
系
列
で
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

２
０
１
２
年
、
動
物
保
護
法
に
「
Ａ
Ｗ

畜
産
農
場
認
証
制
度
」
が
導
入
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
２
０
１
８
年
６
月
に
農
林
畜
産

食
品
部
は
Ａ
Ｗ
を
推
進
す
る
た
め
に
Ａ
Ｗ

課
（
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
）
を
設
け
た
。
２
０
１

８
年
９
月
に
改
訂
さ
れ
た
「
畜
産
法
」
は
、

採
卵
鶏
施
設
設
備
と
単
位
面
積
当
た
り
の

飼
養
羽
数
を
規
定
し
、
２
０
３
４
年
以
後

に
10
段
ケ
ー
ジ
以
上
の
既
存
採
卵
設
備
は

使
用
禁
止
と
な
り
、
２
０
２
６
年
以
後
に

既
存
採
卵
設
備
の
ケ
ー
ジ
飼
養
面
積
は
７

５
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
に

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。

　

ま
た
、
食
品
医
薬
品
安
全
省
は
、「
畜

産
物
衛
生
管
理
法
」
で
卵
殻
に
飼
育
環

境
の
ナ
ン
バ
ー
表
示
（
№
１
・
２
・
３
・

４
）
を
２
０
１
８
年
８
月
か
ら
、
生
産
日

付
の
表
示
を
２
０
１
９
年
２
月
か
ら
義
務

化
し
た
。
２
０
１
８
年
８
月
か
ら
適
用
さ

れ
た
採
卵
鶏
飼
養
環
境
表
示
は
、
放
し
飼

い
（
№
１
）・
平
飼
い
（
№
２
）・
飼
養
面

積
７
５
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以

上
の
ケ
ー
ジ
飼
い
（
№
３
）・
飼
養
面
積

５
０
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上

の
ケ
ー
ジ
飼
い
（
№
４
）
に
分
類
さ
れ
て
、

消
費
者
が
卵
を
購
入
す
る
際
に
採
卵
鶏
の

飼
養
方
法
が
番
号
に
よ
り
分
か
る
よ
う
に

表 1　2026 年販売先別必要ケージフリー卵個数・必要羽数
（出所：2018 年 6月6日（上）、2017 年 11月23日（下）　USDA
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な
っ
て
い
る
。

　

２
０
１
０
年
５
月
の
Ｏ
Ｉ
Ｅ
総
会
で
採

択
さ
れ
た
陸
生
コ
ー
ド
改
正
の
中
で
、
Ｏ

Ｉ
Ｅ
コ
ー
ド
３
章
「
獣
医
サ
ー
ビ
ス
と
獣

医
サ
ー
ビ
ス
評
価
」
に
Ａ
Ｗ
が
追
加
さ
れ

た
。
Ｏ
Ｉ
Ｅ
加
盟
国
は
Ａ
Ｗ
担
当
部
署
を

設
け
る
こ
と
、Ａ
Ｗ
担
当
者
を
置
く
こ
と
、

Ａ
Ｗ
獣
医
法
令
を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
Ｏ
Ｉ
Ｅ
総
会
が
決
め
た
獣
医
サ
ー
ビ

ス
と
し
て
、
２
０
１
８
年
に
農
林
畜
産
食

品
部
は
Ａ
Ｗ
課
（
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
）
を
設
け

て
実
行
し
た
こ
と
に
な
る
。

⑶
韓
国
政
府
の
Ａ
Ｗ
へ
の
対
応

　

２
０
１
８
年
10
月
15
日
に
ソ
ウ
ル
か
ら

車
で
２
時
間
ほ
ど
南
に
行
っ
た
セ
ジ
ョ
ン

市
に
あ
る
農
林
畜
産
食
品
部
（M

inistry 
of A

griculture, F
ood and R

ural 
A
ff airs

）

で
、M

r. Lee, Seunghw
a

（A
nim
al W

elfare Policy T
eam

, 
D
eputy D

irector

）
か
ら
Ａ
Ｗ
の
具
体

的
な
政
策
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。
韓
国

に
は
Ａ
Ｗ
に
関
し
て
、
農
林
畜
産
食
品

部
が
所
管
す
る
畜
産
法
と
動
物
保
護
法
、

食
品
医
薬
品
安
全
省
が
所
管
す
る
畜
産

物
衛
生
管
理
法
が
あ
る
。
国
会
が
畜
産
法

を
議
論
し
て
定
め
、
畜
産
法
の
下
で
施
行

令
（
大
統
領
令
）、
農
林
畜
産
食
品
部
令

が
あ
り
、
動
物
保
護
法
の
下
に
も
動
物
保

護
法
施
行
令
（
大
統
領
令
）、
動
物
保
護

法
施
行
規
則
が
あ
り
３
段
階
に
な
る
。

⑶ｰ

⑴
農
林
畜
産
食
品
部
の
取

り
組
み

　

２
０
１
２
年
に
農
林
畜
産
食
品
部
は

「
動
物
保
護
法
施
行
令
（
大
統
領
令
）」
と

「
動
物
保
護
法
施
行
規
則
」を
改
訂
し
、「
Ａ

Ｗ
畜
産
農
場
認
証
制
度
」が
導
入
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
２
０
１
８
年
６
月
に
農
林
畜
産

食
品
部
は
Ａ
Ｗ
を
推
進
す
る
た
め
に
、
日

本
の
農
林
水
産
省
の
畜
産
振
興
課
レ
ベ
ル

に
等
し
い
Ａ
Ｗ
課
（
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
）
を
設

け
た
。
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
は
Ａ
Ｗ
改
善
方
策
に

つ
い
て
基
準
と
根
拠
調
査
と
関
連
団
体
と

意
見
集
約
を
し
て
い
る
。
２
０
１
８
年
９

月
に
畜
産
の
飼
育
環
境
改
善
を
目
的
と
す

る
畜
産
法
が
改
訂
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｗ

チ
ー
ム
は
Ａ
Ｗ
を
改
善
す
る
た
め
に
、
食

品
医
薬
品
安
全
省
（
Ｋ
Ｆ
Ｄ
Ａ
（
旧
）、

Ｍ
Ｆ
Ｄ
Ｓ
（
新
））
の
畜
産
物
衛
生
管
理

法
に
も
働
き
か
け
て
い
る
。

⑶ｰ

⑴ｰ

⑴
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム

　

２
０
１
８
年
６
月
に
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
が
発

足
し
、
２
０
１
７
年
２
月
ま
で
Ａ
Ｗ
担
当

者
数
は
２
名
で
あ
っ
た
が
、
人
数
が
５
名

に
増
え
て
、
２
０
１
８
年
６
月
に
Ａ
Ｗ

チ
ー
ム
は
独
立
し
た
課
と
し
て
課
長
を
含

む
６
名
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
今
回
お
会

い
し
た
リ
ー
氏
は
Ａ
Ｗ
総
括
企
画
と
畜
舎

を
担
当
し
、
他
の
職
員
は
実
験
動
物
と

ペ
ッ
ト
を
担
当
し
、
業
務
の
細
分
化
を
行

い
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
と
迅
速
に
対
応
で
き

て
い
る
。
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
は
動
物
保
護
法
を

担
当
し
、
畜
産
政
策
課
は
畜
産
法
を
担
当

し
て
い
る
。
畜
産
法
は
生
産
に
フ
ォ
ー
カ

ス
し
て
、
最
低
限
の
Ａ
Ｗ
を
取
り
入
れ
て

い
る
。
一
方
、
動
物
保
護
法
は
Ａ
Ｗ
だ
け

を
見
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム

課
は
、
畜
産
法
に
は
低
い
レ
ベ
ル
の
Ａ
Ｗ

し
か
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
も
う
少
し
Ａ

Ｗ
の
内
容
を
入
れ
る
べ
き
と
認
識
し
て
い

る
。
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
は
、
Ａ
Ｗ
の
基
準
と
そ

の
根
拠
の
調
査
、
関
係
団
体
と
調
整
し
て

素
案
を
作
り
、
畜
産
法
に
盛
り
込
ん
で
い

く
仕
事
を
し
て
い
る
。
将
来
的
に
動
物
福

祉
に
基
づ
く
内
容
を
も
っ
と
入
れ
て
い

き
、
畜
産
法
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く

も
の
と
個
人
的
に
は
想
像
し
て
い
る
。

　

Ａ
Ｉ
対
策
に
関
連
し
て
、
畜
産
法
で
新

た
に
で
き
た
執
行
令
で
は
、
鶏
に
つ
い
て

面
積
お
よ
び
飼
育
羽
数
が
改
訂
さ
れ
て
い

る
。
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
は
基
準
素
案
作
り
を
さ

ら
に
改
定
作
業
を
進
め
て
い
る
。消
費
者
、

国
民
へ
の
具
体
的
な
Ａ
Ｗ
の
Ｐ
Ｒ
活
動
は

初
期
段
階
な
の
で
、
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
は
屋
外

広
告
を
出
し
、
主
婦
が
良
く
見
て
い
る
時

間
に
Ｔ
Ｖ
番
組
で
Ｐ
Ｒ
広
告
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
も
行
っ
て
い
る
。

⑶ｰ

⑴ｰ

⑵
動
物
保
護
法

　

韓
国
に
は
１
９
９
２
年
制
定
の
動
物
保

護
法
が
あ
り
、
扱
っ
て
い
る
動
物
は
、
農

場
動
物
（
農
家
が
飼
っ
て
い
る
動
物
）・

ペ
ッ
ト
・
実
験
動
物
の
３
つ
に
分
け
て
い

る
。
動
物
保
護
法
は
動
物
保
護
団
体
か
ら

要
求
が
あ
っ
て
制
定
さ
れ
た
。
動
物
保
護

法
は
Ａ
Ｉ
対
策
で
鶏
舎
設
備
に
お
い
て
一

羽
当
た
り
の
面
積
を
大
き
く
す
る
と
し
て

い
る
。
２
０
１
２
年
に
導
入
さ
れ
た
動
物

保
護
法
の
「
Ａ
Ｗ
畜
産
農
場
認
証
制
度
」

は
画
期
的
で
あ
る
。
今
後
、
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム

に
よ
っ
て
、
Ａ
Ｗ
的
要
素
が
畜
産
法
に
も

盛
り
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
感
じ

た
。

⑶ｰ

⑴ｰ

⑶
Ａ
Ｗ
の
畜
産
農
場
認

証
制
度

　

Ａ
Ｗ
の
畜
産
農
場
認
証
制
度
は
全
農
家

に
適
応
す
る
の
で
な
く
、
認
証
を
受
け
た

い
農
家
を
対
象
と
し
て
い
る
具
体
的
法
律

で
あ
る
。
政
府
が
認
証
し
た
認
証
農
場
は
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マ
ー
ク
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
証

制
度
は
Ｏ
Ｉ
Ｅ
に
も
Ｅ
Ｕ
指
令
に
も
従
っ

て
お
ら
ず
、
高
い
福
祉
レ
ベ
ル
を
要
求
す

る
イ
ギ
リ
ス
の
Ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ａ
基
準
を
参
考

に
し
て
い
る
。
採
用
理
由
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
Ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ａ
が
一
番
古
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
関
連
団
体
も
こ
れ
に
従
っ
て
制
度
を

作
っ
て
い
る
の
で
、
Ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ａ
に
従
っ

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ａ
Ｗ
認
証

農
場
数
は
表
２
の
通
り
で
あ
る
。
Ｏ
Ｉ
Ｅ

の
場
合
、
根
拠
基
準
は
あ
る
が
、
具
体
的

な
数
値
の
基
準
は
な
い
。
認
証
す
る
た
め

に
は
手
続
き
と
施
設
基
準
が
必
要
な
の

で
、
韓
国
は
イ
ギ
リ
ス
の
基
準
を
採
用
し

た
。

　

認
証
を
取
得
す
る
た
め
の
国
の
支
援

制
度
に
つ
い
て
は
、
政

府
は
採
卵
鶏
と
ブ
ロ
イ

ラ
ー
施
設
費
用
に
対
し

て
10
〜
20
％
の
補
助
金

を
出
し
て
い
る
。
動
物

福
祉
認
証
は
農
林
畜
産

食
品
部
と
農
林
畜
産
検

疫
本
部
の
管
轄
と
な
っ

て
い
る
。
農
林
畜
産

検
疫
本
部
の
担
当
職

員
（
公
務
員
）
が
直
接

現
場
に
出
向
い
て
、
目

で
確
認
し
て
、
こ
の
農

場
を
認
証
す
る
か
ど
う

か
の
作
業
を
す
べ
て

行
い
、
認
定
後
に
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
も
具
体
的

に
行
っ
て
い
る
。
農
林

畜
産
検
疫
本
部
が
認
証

評
価
に
関
し
て
農
場
へ

の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と

認
証
に
関
す
る
教
育
を
行
っ
て
い
る
。

⑶ｰ

⑴ｰ

⑷
畜
産
法

　

農
林
畜
産
食
品
部
の
畜
産
政
策
課
が
畜

産
法
の
法
律
を
担
当
し
、
畜
産
飼
養
環
境

を
改
善
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
た
の
で
、

す
べ
て
の
農
家
に
適
用
す
る
飼
養
施
設
と

飼
養
密
度
を
整
え
る
畜
産
法
施
行
令
を
策

定
し
た
。
２
０
１
８
年
９
月
に
改
訂
さ
れ

た
「
畜
産
法
」
は
採
卵
鶏
施
設
設
備
と
単

位
面
積
当
た
り
の
飼
養
羽
数
を
規
定
し
て

い
る
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
新
規
採
卵
設

備
の
ケ
ー
ジ
飼
養
面
積
は
７
５
０
平
方
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
を
義
務
付
け
ら

れ
る
が
、
既
存
ケ
ー
ジ
設
備
（
飼
養
面
積

５
０
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
）

は
２
０
２
５
年
ま
で
、
既
存
建
物
（
10
段

ケ
ー
ジ
以
上
等
）
は
２
０
３
３
年
８
月
ま

で
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
使
用
で
き
る
。

⑶ｰ

⑵
食
品
医
薬
品
安
全
省
（
Ｍ

Ｆ
Ｄ
Ｓ
）
の
Ａ
Ｗ
へ
の
対
応

　

Ｍ
Ｆ
Ｄ
Ｓ
が
畜
産
物
衛
生
管
理
法
で
卵

殻
へ
の
飼
養
方
法
等
の
記
載
に
つ
い
て
所

管
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
で
採
卵
農
家
は

卵
殻
に
飼
養
方
法
と
生
産
日
付
を
記
載
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

⑶ｰ

⑵ｰ

⑴
畜
産
物
衛
生
管
理
法

　

Ｍ
Ｆ
Ｄ
Ｓ
は
卵
殻
に
２
０
１
８
年
２
月

に
農
場
番
号
表
示
を
、
８
月
に
飼
養
方
法

番
号
表
示
（
№
１
・
２
・
３
・
４
）
を
、

２
０
１
９
年
２
月
に
生
産
日
付
表
示
を
義

務
化
し
た
。
８
月
か
ら
適
応
さ
れ
た
飼
養

方
法
番
号
表
示
は
、
放
し
飼
い
（
№
１
）・

平
飼
い
（
№
２
）・
飼
養
面
積
７
５
０
平

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
の
ケ
ー
ジ

飼
い
（
№
３
）・
飼
養
面
積
５
０
０
平
方

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
の
ケ
ー
ジ
飼

い
（
№
４
）
に
分
類
さ
れ
て
、
卵
を
購
入

す
る
際
に
採
卵
鶏
の
飼
養
方
法
が
番
号
に

よ
り
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

表
示
番
号
の
意
味
は
あ
く
ま
で
も
面
積

を
表
示
す
る
だ
け
で
、
福
祉
レ
ベ
ル
を
示

す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
Ｅ
Ｕ

で
も
エ
ン
リ
ッ
チ
ド
ケ
ー
ジ
は
Ａ
Ｗ
の
観

点
か
ら
改
善
さ
れ
て
い
る
の
か
と
疑
問
が

あ
る
た
め
で
あ
る
。
エ
ン
リ
ッ
チ
ド
ケ
ー

ジ
は
Ａ
Ｗ
に
効
果
が
な
い
と
の
意
図
は
な

く
、
費
用
は
か
か
り
そ
う
だ
が
そ
れ
だ
け

の
Ａ
Ｗ
改
善
効
果
が
あ
る
の
か
と
い
う
意

見
も
あ
り
、
韓
国
は
面
積
だ
け
の
印
字
に

し
た
。
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
は
別
の
認
証
マ
ー

ク
表
示
を
行
っ
て
い
た
。

　

卵
殻
に
飼
育
環
境
番
号
（
№
１
・
２
・

３
・
４
）
印
字
に
強
い
反
対
意
見
は
な

表 2

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
認証農場数（累計数） 60 76 114 145
採卵鶏農場数 58 68 89 95
　　　　　羽数（千） 728 845 1,033.5 1,280.5
ブロイラー農場数 － 2 11 30
　　　　　羽数（千） － 102.2 974.4 2,294.5
養豚農場数 2 6 12 12
  頭数（千） 3.2 24.9 31.8 34.1
乳牛農場数 － － 2 8
　　　　　頭数（千） － － 152 1,194

屠畜場数（個数） 3 5 6 －
屠場（牛・豚） 3 3 4 －
処理場（鶏） － 2 2 －
運送車両数（台） 20 56 106 －
　　　　  　（牛・豚） 20 6 24 －
　　　　　　　（鶏） － 40 82 －

＊韓牛・肉牛・山羊・カモの申請はなかった。
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か
っ
た
。
番
号
の
印
字
は
生
産
者

側
の
負
担
に
な
る
が
、
こ
れ
に

対
し
て
強
い
反
対
が
な
か
っ
た
。

他
に
大
き
な
負
担
が
沢
山
あ
っ

た
の
で
、
番
号
は
問
題
に
は
な
ら

な
か
っ
た
。
コ
ス
ト
か
ら
言
え

ば
、
印
字
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
お

金
は
か
か
ら
な
い
。
卵
殻
に
正

確
な
数
字
を
入
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
消
費
者
に
直
ぐ
に
分
か
る
情

報
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
農
家
に
対
し
て
も
し
っ

か
り
分
か
る
印
字
を
付
け
る
と
、

こ
れ
か
ら
徐
々
に
消
費
者
は
卵

を
見
て
、
良
い
卵
を
買
う
よ
う
に

な
る
の
で
、
価
格
の
差
別
化
を

で
き
て
、
さ
ら
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
も
生
ま
れ
る
と
、
説
明
す
れ

ば
生
産
者
を
説
得
で
き
る
。

⑶ｰ

⑵ｰ

⑵
公
報
ポ
ス
タ
ー

　

卵
殻
印
字
・
表
示
Ｑ
＆
Ａ
・

飼
養
環
境
と
表
示
番
号
に
関
し

て
政
府
発
行
の
公
報
ポ
ス
タ
ー

は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
内

容
は
少
し
長
く
詳
細
に
な
る
が
、

公
報
ポ
ス
タ
ー
和
訳
を
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
。

①卵殻印字の公報ポスター（食品医薬品安全省）

卵殻印字の公報ポスター（食品医薬品安全省）（和訳）
卵殻に産地情報が印字されています!!
2018年4月25日から 生産者番号（5桁）
    生産者番号は、飼養業
    許可・登録証に記載された番号
    ※番号による卵農場の確認法
    食品安全国（www.foodsafetykorea.go.kr）
    →危害・予防情報→卵農場情報（産卵鶏）→番号検索

2018年8月23日から 生産者番号＋飼養環境番号（1桁）
    飼養環境番号：
    1（放し飼い）、2（畜舎内平飼い）、3（改善ケージ、
    750cm2／羽）、4（既存ケージ、500cm2／羽）
    ※飼養環境番号の詳細内容の確認方法
    国家法令情報センター（www.law.go.kr）⇒行政規則⇔
    「畜産物の表示基準」および食品医薬品安全省（www.mfds.go.kr）→
    法令資料→告示・訓令・例規→「畜産物の表示基準」検索

2019年2月23日から 産卵日（4桁）＋生産者番号＋飼養環境番号
    産卵日は「△△○○（月日）」の方法で表示
    （例：10月2日 1002、4月2日 0402）
    ※卵殻表示（10字）を1行で表示することが難しい場合、2桁で表示可
    1行表示 1002M3FDS2          2行表示     1002
      　　　　　　　　　　　 M3FDS2
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②公報ポスターＱ＆Ａ（農林畜産食品部、食品医薬品安全省）

2018年8月23日から
卵殻に飼養環境の表示が
義務化されます
農林畜産食品部
食品医薬品安全省

 卵殻への飼養環境の表示例 
○施行：2018年8月23日   
※産卵日表記は2019年2月23
日から施行 
○卵殻表示の変更事項：    
＜既存＞            ＜改善＞
01 キルドン   1004 AB38E2 
市・道別番号 農場 名産卵日 
番号 飼育環境   　　  　

■産卵日：産卵月日　
■固有番号：「畜産法」の規定
による家畜飼養業の許可（また
は登録）時に付与された5桁の
番号　
■飼養環境：放し飼い（1）、平
飼い（2）、改善ケージ（3）、既存
ケージ（4）　　
■飼養環境表示は、「畜産物衛
生管理法」の規定による義務項
目である          

■違反時    

家畜飼養業を経営する者

食用卵収集販売業者
1年以下の懲役または1千万
ウォン以下の罰金  
食用卵収集販売業者
未表示:   
・1次：警告              
・2次：営業停止 7日   
・3次：営業停止 15日   
偽造／変造：営業所の閉鎖およ
び該当製品の廃棄

卵殻への飼養環境の表示関連
法律   
Q1 ケージ飼養密度を計算する
とき、全体飼養面積を総飼育羽
数で割れば良いですか 
A1 そうではありません　
全体飼育面積と総飼養羽数
で計算する場合、 正常範囲に
入っていても各ケージで飼養密
度が異なる場合があります。ケー
ジ単位面積当たりの 飼養羽数
で計算しなければなりません

Q2 うちの農場はケージ飼養を
していますが、放飼場がありま
す。
放し飼いと表示することはできま
すか 
A2 放飼場の所有のみでは放し
飼い（1番）と表示することはでき
ません    
「動物保護法」施行規則 別表
6の産卵鶏自由放牧基準を満
たす場合のみ、放し飼いと表示
することができます

Q3 アニマルウェルフェア認証
を取得していないのですが、放し
飼いと表示することはできますか
A3 「動物保護法」施行規則 
別表6の産卵鶏自由放牧基準
を満たす場合であれば、アニマ
ルウェルフェア認証と関係なく
放し飼いと表示することができま
す。ただし、アニマルウェルフェ
ア畜産農場と表示することはで
きません

Q4 2つの飼育方式を並行して
いる場合、卵殻にはどのように
表示しなければなりませんか
A4 2つ以上の飼養環境で卵
が生産されている場合、必ず飼
養環境ごとにそれぞれ卵殻に表
示しなければなりません

［食品医薬品安全省］
畜産物衛生管理法 第6条　
畜産物衛生管理法 第12条の
2 第2項
畜産物の表示基準（食品医薬
品安全処告示 
第2018-9号）図4［農林畜産
食品部］ 
畜産法施行令 別表1 
動物保護法施行規則 別表6 
アニマルウェルフェア畜産農場
認証基準および認証等に関す
る詳細実施要領 別表1-1 
関連機関ホームページおよび電
話番号
農林畜産食品部 www.mafra.
go.kr
コールセンター 1577-0954
食品医薬品安全省 
www.mfds.go.kr
総合相談センター 
1577-1255
農林畜産食品部  食品医薬品
安全省

広報ポスターＱ＆Ａ（農林畜産食品部、食品医薬品安全省）（和訳）
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③公報ポスター「飼養環境の表示方法、うちの農場の飼養環境は？」（食品医薬品安全省）

放し飼い（No.1）　

1坪当たり3羽

1 放牧場は1羽当たり
1.1m2以上の空間を  
供しなければならない

さらさら砂利

………………………

8 放牧場の土壌の水捌
けが良くない場合、長い
間ぬかるまないように砂
利などを敷かなければな
らない

移動（左から）

………………………

9 放牧場は、「土壌環
境保全法」の規定によ
る土壌汚染基準に適合
しなければならず、細菌
による土壌汚染、昆虫
や寄生虫などの被害を
防止するよう管理しなけ
ればならない。土壌が汚
染された場合、清潔な場
所に移動するなど循環
飼育の対策を講じなけ
ればならない

  

鶏舎出入口放牧場

2 すべての鶏が放牧場
を利用できるように、鶏
舎の各所に放牧場へす
ぐ出れるような出入口
がなければならず、その
出入口の基準は次の
各号のとおりとする

⑴出入口は高さ35 cm
以上、幅40cm以上でな
ければならず、すべての
鶏が放牧場に容易に出
れるように、出入口の数
と位置が適切でなけれ
ばならない
⑵各出入口の幅をすべ
て計した場合、鶏1,000
羽当たり合計2m以上な
ければならない

………………………

7 放牧場には、植物や
雑灌木などがなければ
ならない 

鶏糞流出の禁止 

………………………

10 放牧場から鶏糞が
外部に流出しないよう
に維持・管理しなければ
ならない  

最大20m放牧場出入口

3 鶏が利用できる最寄
りの放牧場出入口は、
最長でも20m以内の位
置になければならない

日除け設備
休憩場所

………………………

6 放牧場には、直射日
光や悪天候を避けること
ができ、空を飛ぶ捕食動
物による恐怖心を軽減
するために鶏1,000羽
当たりで少なくとも8 m2

以上の日除け設備／休
憩場所を設置しなけれ
ばならない（日除け設備
／休憩場所の役割を果
たせる草木などを含む）。
日除け設備／休憩場所
は、鶏舎の出入口から
20m以内の地点から放
牧場全体に均等しなけ
ればならない 

囲い

………………………

11放牧場周辺に囲いを
設置するなど、野生動物
の侵入防止のために努
力しなければならない

4 日中は常に鶏が放牧
場を利用できるようにす
ること。ただし、家畜防
疫関連の機関長または
獣医師の指示がある場
合または 悪天候の場合
は一時的に制限するこ
とがある

21～24週令前に放牧
前に放牧開始
移動

………………………

5 育成舎から成鶏舎に
移動した場合、3週以内
に放牧を行わなければな
らず、21～24週令の前
に放牧を開始しなけれ
ばならない

指定場所外での産卵
出荷禁止

………………………

12 鶏卵の品質管理の
ため、牧場に設置され
た産卵場ではない場
所に産卵された卵は
食用を目的として出荷
してはならない

平飼い（No.2）

平飼い基準面積を満た
す施設
9羽／m2で飼養した場
合
鶏舎内開放型ケージを
含む

ケージ内外を自由に動
き回れます

砂浴びもできます 

ケージ （No.3）

750 cm2／羽
－750cm2／羽ケージ
飼育

ケージ（No.4）
500 cm2／羽  
－500cm2／羽ケージ
飼育

公報ポスター「飼養環境の表示方法、うちの農場の飼養環境は？」（食品医薬品安全省）（和訳）
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⑷
大
韓
養
鶏
協
会
の
Ａ
Ｗ
へ
の
対
応

　

10
月
16
日
に
筆
者
は
大
韓
養
鶏
協
会
を

調
査
員
関
係
者
と
訪
問
し
て
、Lee H

ong 
Jae

会
長
か
ら
採
卵
鶏
業
界
の
近
況
と
採

卵
鶏
Ａ
Ｗ
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

⑷ｰ

⑴
韓
国
採
卵
業
界
の
近
況

　

採
卵
業
界
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
で
は
、
現

段
階
で
は
卵
が
余
っ
て
い
る
。
表
３
は
飼

養
羽
数
・
農
家
数
・
平
均
飼
養
羽
数
・
生

産
量
・
生
産
消
費
個
数
／
年
・
消
費
個
数

／
人
、表
４
は
鶏
卵
価
格
の
推
移
で
あ
る
。

採
卵
業
界
の
課
題
と
し
て
、
過
去
に
高
病

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｉ
）

に
よ
る
殺
処
分
と
防
疫
で
飼
養
羽
数
が
減

り
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
く
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
２
０
１
４
年
か
ら
２
０
１

５
年
、
２
０
１
６
年
の
３
年
間
に
５
８
０

日
間
に
わ
た
っ
て
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｉ
が
発
生
し
、

そ
の
間
に
採
卵
鶏
の
33
％
が
殺
処
分
に
な

り
、
韓
国
は
米
国
と
タ
イ
か
ら
卵
を
緊
急

輸
入
し
た
。
大
規
模
な
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｉ
発
生
後

に
、
採
卵
鶏
農
家
数
は
減
少
し
て
農
場
規

模
が
大
型
化
し
て
い
っ
た
。
農
場
大
規
模

表３　韓国採卵鶏、鶏卵生産と消費量の推移

表４　鶏卵価格の推移
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OPINION 韓国における採卵鶏アニマルウェルフェア（ＡＷ）の動向

化
で
生
産
量
が
増
え
て
き
て
い
る
が
、
実

際
の
消
費
が
生
産
に
追
い
付
い
て
お
ら

ず
、
今
は
卵
が
余
っ
た
状
況
に
あ
り
、
生

産
過
剰
状
況
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い

る
。

　

養
鶏
協
会
が
取
り
組
む
課
題
は
、
過
剰

現
象
を
解
決
す
る
た
め
に
自
主
的
に
政
策

と
制
度
を
作
り
経
営
を
安
定
さ
せ
る
こ
と

に
あ
る
。
２
０
１
７
年
夏
に
農
薬
汚
染
問

題
が
あ
り
、Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｉ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、

２
０
１
７
年
の
卵
生
産
と
消
費
は
か
な
り

落
ち
た
。
経
営
安
定
は
供
給
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
と
消
費
増
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、

協
会
は
自
主
的
に
鶏
卵
の
生
産
削
減
を
促

す
よ
う
に
し
て
い
る
。

⑷ｰ

⑵
畜
産
法
へ
の
対
応

　

大
韓
養
鶏
協
会
で
聞
い
た
話
を
簡
潔
に

紹
介
す
る
と
、
韓
国
政
府
は
Ａ
Ｉ
対
策
と

し
て
Ａ
Ｗ
を
導
入
し
た
い
、
採
卵
鶏
生
産

者
は
卵
が
過
剰
な
の
で
需
給
調
整
を
し
た

い
時
に
、
政
府
と
協
会
の
思
惑
が
う
ま
く

噛
み
合
っ
た
と
言
え
る
。
Ａ
Ｉ
は
ウ
イ
ル

ス
性
の
疾
病
で
渡
り
鳥
か
ら
入
っ
て
く
る

の
で
、
防
疫
と
感
染
拡
大
防
止
は
大
切
で

あ
る
。
し
か
し
、
Ａ
Ｉ
は
養
鶏
業
界
だ
け

の
問
題
で
な
く
社
会
的
に
も
大
き
な
問
題

な
の
で
、
国
が
政
策
的
、
政
治
的
に
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。

　

２
０
１
４
年
と
２
０
１
５
年
に
Ａ
Ｉ
が

大
発
生
し
た
時
期
に
は
、
採
卵
鶏
飼
養
面

積
は
４
２
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽

以
上
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
飼
養
面
積
は

５
０
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上

と
な
っ
て
い
る
。
採
卵
鶏
飼
養
面
積
７
５

０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
に
す

る
改
訂
畜
産
法
を
、
政
府
は
Ａ
Ｉ
防
止
に

効
果
が
あ
る
と
し
て
Ａ
Ｉ
防
疫
対
策
を
目

的
に
導
入
し
た
。
協
会
は
段
階
的
に
徐
々

に
飼
養
面
積
を
増
や
し
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
し
た
か
っ
た
が
、
政
府
は
大
き
な
目

標
（
７
５
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽

以
上
）
を
掲
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
２
０

１
６
年
末
に
政
府
は
飼
養
面
積
７
５
０
平

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
等
の
法
律
案
を

発
表
し
た
時
に
、
２
０
１
７
年
４
月
に
家

き
ん
団
体
の
採
卵
・
ブ
ロ
イ
ラ
ー
・
ア
ヒ

ル
生
産
者
は
大
規
模
な
デ
モ
も
行
っ
た
。

や
む
を
得
な
い
合
意
と
し
て
、
２
０
１
８

年
９
月
に
協
会
は
改
定
畜
産
法
を
猶
予
期

間
付
き
の
条
件
で
受
け
入
れ
た
。

　

２
０
１
８
年
９
月
に
改
訂
畜
産
法
は
直

ち
に
実
施
さ
れ
た
が
、
適
用
は
既
存
農
家

に
不
公
平
に
な
る
の
で
、
飼
養
面
積
ス

ペ
ー
ス
拡
大
の
猶
予
期
間
は
、
建
物
は
２

０
３
３
年
、
鶏
舎
内
の
飼
養
設
備
は
２
０

２
５
年
と
決
め
ら
れ
た
。
法
律
は
新
規
参

入
農
家
に
適
用
さ
れ
る
が
、
既
存
農
家
に

法
律
適
応
年
は
延
期
さ
れ
た
。
２
０
２
５

年
の
期
限
は
卵
供
給
と
卵
消
費
の
需
給
調

整
を
計
算
し
て
決
め
ら
れ
た
。
２
０
２
５

年
に
は
全
農
家
が
飼
養
面
積
７
５
０
平
方

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
の
採
卵
ケ
ー

ジ
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
新

規
参
入
は
抑
え
ら
れ
、
生
産
量
は
25
％
減

少
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
建
物
の
耐

久
性
を
25
年
と
見
て
、
建
物
の
猶
予
期
間

は
２
０
３
３
年
と
な
っ
た
。

⑷ｰ

⑶
畜
産
物
衛
生
管
理
法
へ

の
対
応

　

生
産
者
は
卵
殻
印
字
に
大
き
な
反
対
を

し
な
か
っ
た
。
理
由
は
、
全
生
産
量
の

97
％
は
№
４
（
飼
養
面
積
５
０
０
平
方
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
）、
№
１
〜
３

は
３
％
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
３
％

は
プ
レ
ミ
ア
ム
卵
と
し
て
、百
貨
店
・
ネ
ッ

ト
直
販
等
で
販
売
さ
れ
て
お
り
、
一
般
と

は
別
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
動
い
て
お
り
、
一

般
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

養
鶏
協
会
の
消
費
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

で
は
、
環
境
に
配
慮
し
た
エ
コ
と
オ
ー
ガ

ニ
ッ
ク
卵
を
購
入
し
た
い
と
の
購
買
意
欲

は
表
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
消
費

パ
タ
ー
ン
は
逆
で
、
行
動
に
繋
が
っ
て
い

2018 年 10 月 16 日に韓国養鶏協会で左から Dong 
Jin、KIM氏、八木氏、伊藤氏、Lee Hong Jae 会長、
筆者、新村氏、露木氏、根岸氏

 韓国養鶏協会の Lee Hong Jae 会長（中央）
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な
い
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
消
費
者
は
Ａ
Ｗ

よ
り
安
全
性
を
選
択
す
る
傾
向
に
あ
る
。

他
の
畜
産
物
と
異
な
っ
て
卵
は
毎
日
食
べ

る
食
料
な
の
で
、
適
用
直
前
の
２
０
２
３

年
と
２
０
２
４
年
に
高
い
値
段
の
№
３
卵

が
急
激
に
増
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ

て
い
る
。

　

エ
ン
リ
ッ
チ
ド
ケ
ー
ジ
の
関
心
は
低
い

よ
う
で
あ
っ
た
。
会
長
は
「
確
認
し
な
い

と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
エ
イ
ビ
ア
リ
ー

と
エ
ン
リ
ッ
チ
ケ
ー
ジ
は
№
３
に
入
っ
て

い
る
の
で
は
と
思
う
。
な
ぜ
覚
え
て
い
な

い
か
と
言
う
と
、
ど
う
せ
関
係
が
な
い
か

ら
、
ど
う
で
も
良
い
の
で
、
は
っ
き
り
と

覚
え
て
い
な
い
。
言
い
訳
を
し
ま
す
が
、

ほ
と
ん
ど
が
№
４
卵
。
プ
レ
ミ
ア
ム
卵
は

マ
ー
ケ
ッ
ト
が
少
な
い
の
で
、
誰
も
気
に

し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

養
鶏
協
会
は
２
０
１
８
年
８
月
に
飼
養

環
境
の
番
号
（
№
１
・
２
・
３
・
４
）
実

施
を
受
け
入
れ
た
が
、
生
産
日
付
に
関
し

て
は
猶
予
期
間
を
６
カ
月
（
２
０
１
９
年

８
月
ま
で
）
延
ば
し
、
流
通
期
間
と
パ
ッ

ケ
ー
ジ
表
示
変
更
の
協
会
を
提
案
し
て
い

る
。
２
０
１
９
年
２
月
よ
り
製
造
年
月
日

が
卵
殻
に
印
字
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た

が
、
協
会
の
要
請
に
よ
り
生
産
日
付
印
字

の
実
施
猶
予
期
間
は
２
０
１
９
年
２
月
か

ら
さ
ら
に
６
カ
月
伸
び
て
８
月
ま
で
に

な
っ
た
。
消
費
者
は
昨
日
の
卵
よ
り
今
日

の
卵
を
買
う
の
で
、
協
会
は
産
卵
日
を
変

え
て
、
安
全
に
食
べ
ら
れ
る
期
間
（
韓
国

で
は
流
通
期
間
と
呼
ん
で
い
る
、
日
本
で

は
賞
味
期
限
）
を
設
け
て
欲
し
い
と
提
案

を
し
て
い
る
。

　

現
在
、
韓
国
に
流
通
期
限
に
関
す
る
法

律
は
な
く
、
自
主
的
な
表
示
で
あ
る
と
い

う
。
ま
た
、
養
鶏
協
会
は
卵
一
個
一
個
に

印
字
す
る
の
で
は
な
く
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に

付
け
る
方
が
良
い
と
も
提
案
し
て
い
る
。

法
律
は
国
会
で
決
め
ら
れ
る
が
、
飼
育
方

法
番
号
表
示
は
食
品
医
薬
品
安
全
省
の
告

示
で
あ
る
。

　

個
人
的
意
見
で
あ
る
が
、
番
号
印
字
は

基
本
と
な
る
法
律
で
あ
る
の
で
、
協
会
提

案
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
疑
問
で
あ
る
。

ま
た
、
ケ
ー
ジ
フ
リ
ー
の
№
２
卵
が
欧
米

並
み
に
増
加
し
て
い
く
の
で
は
と
感
じ
て

い
る
。

⑷ｰ

⑷
Ａ
Ｗ
認
証
制
度
へ
の
対
応

　

養
鶏
協
会
は
政
府
の
Ａ
Ｗ
認
証
制
度
と

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
証
に
も
反
対
し
て
い
る
。

認
証
制
度
に
反
対
す
る
理
由
は
、
一
人
が

違
反
を
起
こ
す
と
、
罪
の
な
い
他
の
生
産

者
も
被
害
を
受
け
る
。
む
し
ろ
、
養
鶏
協

会
は
畜
産
法
に
こ
の
Ａ
Ｗ
認
証
制
度
を
入

れ
て
欲
し
い
と
要
求
し
て
い
る
。
養
鶏
協

会
は
政
府
に
も
提
案
し
て
い
る
が
、
イ
ギ

リ
ス
の
ラ
イ
オ
ン
マ
ー
ク
の
よ
う
に
農
家

の
30
〜
50
％
を
認
証
制
度
で
カ
バ
ー
で
き

る
と
し
て
い
る
。
２
０
１
９
年
に
自
主
的

に
安
全
性
の
認
証
制
度
を
導
入
す
る
予
定

し
て
い
る
。
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
採
卵

鶏
Ａ
Ｗ
認
証
を
取
得
す
る
の
に
施
設
等
に

支
援
が
あ
る
。地
方
自
治
体
は
追
加
検
査
・

消
毒
・
施
設
改
善
補
助
金
の
補
助
、
政
府

は
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
無
農
薬
・
抗
生
物
資

無
使
用
に
よ
る
生
産
低
下
に
対
し
て
３
年

間
の
所
得
補
償
を
制
限
範
囲
で
支
援
を
出

し
て
い
る
。

⑷ｰ

⑸
動
物
愛
護
団
体
と
消
費

者
へ
の
対
応

　

韓
国
で
も
最
近
は
Ｅ
Ｕ
に
負
け
な
い
ぐ

ら
い
に
、
動
物
愛
護
団
体
は
非
常
に
強
く

な
っ
て
き
て
お
り
、
社
会
的
雰
囲
気
作
り

と
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
動
物
愛

護
団
体
数
は
韓
国
に
は
12
団
体
（
有
名
な

団
体
と
し
て
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ
等
）
あ
る
。
海
外

の
動
物
愛
護
団
体
の
支
部
は
な
く
、
多
く

の
団
体
は
豚
に
関
係
し
て
い
る
。
動
物
愛

護
団
体
は
飼
養
面
積
に
強
い
関
心
を
持
っ

て
い
る
。
一
般
消
費
者
は
Ａ
Ｗ
に
つ
い
て

関
心
は
低
い
が
、
飼
養
番
号
を
示
す
番
号

（
№
１
・
２
・
３
・
４
）
に
関
心
を
持
っ

て
き
て
い
る
。
動
物
愛
護
団
体
の
歴
史
は

浅
い
が
、
消
費
者
市
民
の
会
な
ど
の
消
費

者
団
体
は
伝
統
が
あ
り
、
消
費
者
の
関
心

が
高
い
安
全
性
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
て

い
る
。

⑷ｰ

⑹
日
本
へ
の
対
応

　

最
後
に
会
長
が
次
の
よ
う
に
話
さ
れ

た
。「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
と
か
環
境
に
配
慮

し
た
制
度
を
導
入
す
る
際
に
は
、
今
の
段

階
で
は
欧
州
が
か
な
り
進
ん
で
い
る
。
韓

国
の
畜
産
は
一
番
最
初
に
日
本
か
ら
多
く

を
学
ん
だ
。
そ
の
後
に
ア
メ
リ
カ
の
流
れ

に
学
び
、
今
は
欧
州
が
主
流
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
欧
州
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を

取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
皆
様
に
お
願

い
で
す
が
、
日
本
で
も
い
ろ
い
ろ
な
制
度

を
作
っ
て
い
か
れ
る
と
思
う
が
、
消
費
者

と
産
業
関
係
者
に
配
慮
し
、
産
業
の
声
が

し
っ
か
り
と
盛
り
込
ま
れ
た
制
度
を
作
っ

て
欲
し
い
。
韓
国
で
の
会
議
で
、
生
産
者

の
声
を
反
映
し
た
立
派
な
こ
と
が
あ
り
ま

す
と
、
日
本
の
制
度
を
例
に
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
国
や
関
係
者
に
働
き

か
け
て
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

⑸
市
場
調
査
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ソ
ウ
ル
か
ら
車
で
南
に
２
時
間
の
町
、

Ｏ
Ｎ
Ｙ
Ａ
Ｎ
Ｇ
市
の
朝
市
を
視
察
し
た
。

法
律
は
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
視
察
し
た
売
場
で
す
べ
て
の
卵
殻

に
番
号
印
字
が
さ
れ
て
い
た
。
朝
市
で
30

個
入
り
パ
ッ
ク
は
、
№
４
卵
で
５
０
０
０

ウ
オ
ン
（
約
５
０
０
円
）、
№
２
卵
で
１

万
ウ
オ
ン
（
約
１
０
０
０
円
）
の
値
段
で

売
ら
れ
て
い
た
。ま
た
、空
港
近
く
の
ロ
ッ

テ
マ
ー
ト
で
10
個
パ
ッ
ク
は
、
№
４
卵
で

２
５
８
０
ウ
オ
ン
（
約
２
６
０
円
）、
№

２
卵
で
６
７
８
０
ウ
オ
ン（
約
６
８
０
円
）

で
売
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
大
韓
養
鶏
協

会
で
も
飼
養
方
法
番
号
の
公
報
と
し
て
掲

示
さ
れ
て
い
た
が
、
同
じ
公
報
ポ
ス
タ
ー

が
空
港
近
く
の
ロ
ッ
テ
マ
ー
ト
の
卵
売
場

で
も
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
採
卵
鶏
の
飼
養

方
法
番
号
は
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

⑹
ま
と
め

　

２
０
１
８
年
10
月
に
韓
国
に
お
け
る
採

卵
鶏
の
Ａ
Ｗ
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
農
林

畜
産
食
品
部
と
大
韓
養
鶏
協
会
を
訪
問
し

て
関
係
者
と
意
見
交
換
を
行
い
、
情
報
収

集
を
行
っ
た
。

　

２
０
１
８
年
は
Ａ
Ｗ
に
配
慮
し
た
画
期

的
な
採
卵
鶏
飼
養
方
法
に
関
す
る
法
律
が

実
施
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
２
０
１
２
年
に

農
林
畜
産
食
品
部
は
動
物
保
護
法
の
下
イ

ギ
リ
ス
の
Ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ａ
に
準
拠
し
た
「
Ａ
Ｗ

畜
産
農
場
認
証
制
度
」
を
導
入
し
た
。
そ

の
後
、
２
０
１
８
年
６
月
に
農
林
畜
産
食

品
部
は
Ａ
Ｗ
を
推
進
す
る
た
め
に
、
日
本

の
農
林
水
産
省
の
畜
産
振
興
課
レ
ベ
ル
に

等
し
い
Ａ
Ｗ
課（
Ａ
Ｗ
チ
ー
ム
）を
設
け
た
。

２
０
１
８
年
９
月
に
改
訂
さ
れ
た
「
畜
産

法
」
は
、
採
卵
鶏
施
設
設
備
と
単
位
面
積

当
た
り
の
飼
養
羽
数
を
規
定
し
、
２
０
３

４
年
以
後
に
10
段
ケ
ー
ジ
以
上
の
建
物
は

禁
止
と
な
り
、
２
０
２
６
年
以
後
に
採
卵

設
備
の
ケ
ー
ジ
飼
養
面
積
は
７
５
０
平
方

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
羽
以
上
を
義
務
付
け

ら
れ
た
。
ま
た
、
食
品
医
薬
品
安
全
省
は
、

「
畜
産
物
衛
生
管
理
法
」
で
卵
に
飼
養
方
法

番
号
表
示
（
№
１
・
２
・
３
・
４
）
を
２

０
１
８
年
８
月
か
ら
、
生
産
日
付
の
表
示

を
２
０
１
９
年
２
月
か
ら
義
務
化
し
た
。

　

卵
殻
に
飼
養
方
法
を
表
す
数
字
印
字

（
№
１
・
２
・
３
・
４
）
は
画
期
的
で
あ

る
。
Ｅ
Ｕ
飼
養
方
法
番
号
は
オ
ー
ガ
ニ
ッ

ク
（
№
０
）・
放
飼
（
№
１
）・
ケ
ー
ジ
フ

リ
ー
飼
い
（
№
２
）・
ケ
ー
ジ
飼
い
（
№

３
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
韓
国
飼
養
方
法

番
号
は
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
と
エ
ン
リ
ッ
チ
ド

ケ
ー
ジ
を
除
い
て
い
る
。
エ
ン
リ
ッ
チ
ド

ケ
ー
ジ
は
Ａ
Ｗ
の
観
点
か
ら
改
善
さ
れ
て

OPINION 韓国における採卵鶏アニマルウェルフェア（ＡＷ）の動向

飼養方法番号の公報ポスターとwebサイトでの広報

ONYANG市の市場での
No.4卵

ONYANG市の市場での
No.2卵

空港近くのロッテマートでのNo.4卵（左）No.2卵（右）
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い
る
の
か
、
費
用
対
効
果
が
あ
る
の
か
と

疑
問
が
あ
り
、
印
字
コ
ス
ト
が
大
き
く
な

い
し
、
№
４
卵
市
場
比
率
が
97
％
で
あ
る

の
で
、
生
産
者
は
卵
印
字
に
大
き
な
反
対

を
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
採

卵
鶏
の
飼
養
方
法
番
号
は
消
費
者
に
も
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
た
。
個
人
的
な
感
想
で
あ
る
が
、
大
韓

養
鶏
協
会
と
採
卵
生
産
者
は
飼
養
方
法
に

関
す
る
法
律
を
良
く
受
け
入
れ
て
、
官
民

一
体
と
な
っ
て
採
卵
鶏
業
界
の
進
む
べ
き

道
を
決
め
、
前
向
き
に
進
ん
で
い
て
活
気

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

国
際
的
に
持
続
可
能
な
飼
養
方
法
改
善

と
動
物
愛
護
団
体
に
対
応
す
る
た
め
に
、

日
本
の
採
卵
業
界
関
係
者
は
ど
の
よ
う
な

方
向
性
を
選
択
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

●畜産法＞施行令（大統領令）＞農林畜産食品部令
●動物保護法＞動物保護施行令＞動物保護施行規則

農林水産省

食品医薬安全省

農林畜産食品部
農林畜産検疫本部

生産者協会

反対

畜産食品部＞「畜産課」
・畜産法担当
・畜産法内、AWは最低限だが鶏については面積と
　飼料羽数を改訂

●畜産物衛生管理法
　　卵殻への飼養方法及び生産日付の印字を規定

畜産食品部＞☆「AW課」設置
・動物保護法担当→畜産法に意見
・AW改善方策についての基準と根拠の調査
・関連団体と意見集約
・消費者、国民へのAWの PR活動

AW畜産農場認証制度


